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「危険物施設の風水害対策ガイドライン」の公表について
消防庁危険物保安室

１　はじめに
　消防庁では、平成30年７月豪雨や台風第21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生したことを踏まえ、

「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を令和元年度から２年に渡り開催し、調査・検討を行いました。

　この度、検討報告書と併せて「危険物施設の風水害対策ガイドライン」が取りまとめられましたので、紹介します。

２　ガイドライン作成の目的
■危険物施設の風水害被害対策の課題と検討
　平成30年７月豪雨や台風第21号等では、ガソリンスタンドや危険物倉庫等の危険物施設においても、浸水や強風等

に伴い多数の被害が発生しました。消防庁では、平成30年９月に風水害発生時における危険物保安上の留意事項を関

係事業者団体及び消防機関に通知するとともに、被害事例の収集を行いましたが、浸水の高さや風の強さ等と被害の発

生状況について整理・分析を行い、危険物施設における迅速・的確な対応を確保することが課題となっていました。

　このため、危険物施設の風水害対策のあり方に係る検討を行うことを目的として、「危険物施設の風水害対策のあり方

に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開催しました。

■ガイドライン作成にあたって
　危険物施設における風水害対策については、「風水害発生時における危険物保安上の留意事項及び危険物施設の被

害状況調査について」（平成30年９月27日付け消防危第179号）及び「ハザード地区における危険物施設の流出防止

対策の促進について」（令和元年９月20日付け消防危第143号）等に示される留意事項を参考として、危険物施設の関

係者において必要な取組が進められているところです。

　上記の通知内に示される留意事項を基礎に、危険物施設が立地する場所において想定される災害リスク（浸水や土砂

災害等の発生危険性）に応じて、迅速、かつ、的確な応急対策が確保されるよう、危険物施設の風水害対策ガイドライン

を取りまとめました。

３　風水害対策ガイドライン 要旨　
■ガイドラインの主なポイント
（図１）
○ 平時からの事前の備え
・ハザードマップを参照し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域、浸水高さ等を確認

・被害の発生が想定される場合には、被害発生の危険性を回避・低減するための措置を検討し、従業員の避難完了ま

　で見据え、タイムラインを考慮した計画を策定、当該計画に基づく従業者等の教育訓練の実施

・温度や圧力等を継続することが必要な物品は、停電に備えバックアップ電源等を確保するとともに、これらの危険物

　保安上必要な設備等も、浸水等による機能喪失を防止する措置を実施

・浸水を危険物保安上防止する必要がある場合、土のう、止水板、建具型の浸水防止用設備等を準備するとともに、危

　険物が流出した場合に備え、オイルフェンス、油吸着材等を準備

○ 風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策（写真４）（写真５）
・気象庁等が発表する防災情報を注視し、浸水等による危険性に応じた措置を実施

　（土のうや止水板の設置等により浸水や土砂流を防止・低減する等）

・従業者等の避難安全を確保するため、十分な時間的余裕を持って作業を実施

・周辺に危害を及ぼす事態に至る可能性がある場合には、速やかに消防機関等へ通報

・河川等へ危険物が流出した場合、各地方公共団体の地域防災計画に基づき、水質汚濁防止連絡協議会等の関係機関

　へ速やかに通報等し、連携して応急対策を実施

○ 天候回復後の点検・復旧
・点検を行い、必要な補修を施した後で再稼働

・電力復旧時の通電火災や漏電火災の防止のため、電気設備等の健全性を確認

これらの項目を共通事項として、一枚紙に分りやすく取りまとめました。

■施設形態毎に分類した対策のポイント
　危険物施設というのは、貯蔵、取扱いを行う施設により建物構造が異なり、共通事項以外の対策を統一化して全ての

施設形態に当てはめる事は困難です。

　そこで本ガイドラインでは、法令に沿って施設形態を分類し施設形態毎に風水害対策のポイントを定めました。（例

示として製造所を掲載）

　また、危険物施設の事業者が容易にガイドラインを活用できるよう、施設形態毎にチェックリストを示しました。

（例示として製造所を掲載）

〈写真１〉　浸水による被害 〈写真2〉　強風による被害 〈写真3〉　土砂流入による被害
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〈図１〉　共通事項
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〈写真５〉流出拡大防止対策（例）〈写真４〉浸水防止設備（例）

〈図2〉　製造所におけるポイント
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■タイムラインに沿った初動対応のフローチャート
　本ガイドラインでは、より効果的な初動対応が確立されるよう、事業者向けに、風水害のタイムラインに沿った初動対

応のフローチャートも作成しました。

　フローチャートは、①平時からの事前の備え、②風水害の危険性が高まった場合の応急対策、③風水害に伴う危険物

の流出や火災が発生した場合の応急対策の３フェーズに分けて、一般的な流れ（フロー）とチェックポイントを整理した

ものとなっています。（例示として①に係るフローチャートを掲載）

　各事業所においては、このフローチャートを基に、個別具体の状況に応じた取組を進めていただきたいと思います。

消防庁危険物保安室「危険物施設の風水害対策ガイドライン」の公表について
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〈図３〉製造所におけるチェックリスト
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消防庁危険物保安室「危険物施設の風水害対策ガイドライン」の公表について
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〈図４〉平時からの事前の備えに係るフローチャート

〈全体〉

〈拡大〉
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４　おわりに
　令和２年５月29日に行われた中央防災会議において防災基本計画の修正が決定され、第13編危険物等災害対策編の

安全性の確保において、「事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当

性並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のた

め必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるものとする。」とされました。このことを踏まえ、

消防庁では、「防災基本計画の修正を踏まえた危険物施設における風水害対策の推進について」（令和２年５月29日付け

事務連絡）を発出し、都道府県等に対し、管内の危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域

等の該当性並びに被害想定の確認を行うとともに、危険物施設における風水害対策の推進に当たって、本ガイドラインを

活用するようお願いしております。

　昨年発生した令和２年７月豪雨においても危険物施設で被害が出ており、今後も風水害による危険物施設への影響が想

定されます。

　本ガイドラインを活用し、各危険物施設における風水害対策を、引き続き進めていただきたいと思います。

消防庁危険物保安室「危険物施設の風水害対策ガイドライン」の公表について
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